
ふるさと納税のしくみ 
 
 

最寄の税務署

または住所地

の市区町村 

 
 
 

①上砂川町に寄附

⑤住民税の税額控除 
（翌年度） 

納税者 

（寄附者） 
②受領書 

③受領書を添付

して確定申告 

 
④所得税の還付 

 

ふるさと上砂川町 

 
連 
 
絡 

住所地の市区町村 

■■■税金控除の事例■■■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①＋②＝35,000 円が控除されます。 

控除対象外 

5,000 円 3,500 円 

②翌年度の個人住民税から控除 ①所得税還付

       31,500 円 

上砂川町に寄附（40,000 円） 

A さん（夫婦＋子供 2 人、年収 700 万円） 
個人住民税所得割額 293,500 円の場合 


